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地域づくりに関する条例

鈴鹿市
まちづくり
基本条例

平成２４年施行
鈴鹿市のまちづくりの方針を定めた理念条例。
まちづくりの基本原則をはじめ，
市民参画などについても謳っている。

鈴鹿市
地域づくり
協議会条例

平成３１年施行
鈴鹿市まちづくり基本条例第１４条に基づき施行。
地域づくり協議会と市が協働して地域づくりを行う
ものと謳っている。
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本市の地域づくり 総合計画２０２３
基本構想の中で

市と地域づくり協議会は
協働でまちづくりを行うことを

謳っています。
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地域づくりを進める地域の代表団体

名称 地域づくり協議会

構成員
◆加入脱退の概念なし。
◆その地域で居住または活動している人や
団体の他，地域に関わりを持つ人や団体。

区域 ◆小学校区または地区市民センター所管区域
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民生委員
児童委員

老人会
町民会議

自主防災隊

体育振興会

商店会

その他
各種団体

子ども会

農業
委員会

NPO・
ボランティア
団体

ＰＴＡ

地域づくり協議会
自治会を中心として
地域団体をネットワーク

消防分団

交番
派出所

小学校

中学校

公民館

地区市民
センター

住民

住民

住民

住民

住民 住民

住民

企業・事業所

単位自治会

地域づくり協議会
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住民

住民
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◇地域づくり協議会 組織イメージ
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◇玉桜まちづくり協議会
◇愛宕地域づくり協議会
◇若松地域づくり協議会
◇神戸まちづくり協議会
◇栄地区地域づくり協議会
◇郡山まちづくり協議会
◇天名まちづくり協議会
◇合川地区地域づくり協議会
◇マイタウン井田川まちづくり委員会
◇久間田地域づくり協議会
◇椿地区まちづくり協議会
◇深伊沢地域づくり協議会
◇鈴峰地区地域づくり協議会
◇庄内地区地域づくり協議会

◇国府地区まちづくり協議会
◇庄野地区まちづくり協議会
◇加佐登地区まちづくり協議会
◇牧田地区地域づくり協議会
◇石薬師地区明るいまちづくり協議会
◇白子地域づくり協議会
◇旭が丘地区まちづくり協議会
◇鼓ヶ浦地区まちづくり協議会
◇夢ある稲生まちづくり協議会
◇飯野地区地域づくり協議会
◇河曲地区地域づくり協議会
◇一ノ宮地域づくり協議会
◇長太地区まちづくり協議会
◇和の街箕田地域づくり協議会

２８地域づくり協議会

※各地域づくり協議会では，専門部会等をつくり
それぞれの地域の課題解決に向けた地域活動をされています。
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地域計画について

地域計画
とは

住みよい地域をつくるために，地域住民自らが立てた計画です。
地域の課題や宝物を整理しながら，「住みよい地域」とはなにか
を考え，意見交換を行い，地域で取組む課題の解決方法や地域を
元気にする方法などをまとめ，見える化した地域づくりの指針と
なるものです。

期間
令和２年４月
～令和６年３月

（総合計画2023の後期と一致）
※市ホームページに掲載
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地域づくり協議会の取組み

◇小学校登下校時見守り

◇環境美化活動

◇防災避難所マップ作成

◇地域づくり協議会ロゴマーク

イメージキャラクター等作成

（子ども，学生対象に募集）

◇生活福祉お助け隊

◇高校生とコラボによる地域活性化

など

事例紹介
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